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2017 2018

【屋上防水】ドレーンの軽微な損傷、防水シートのめくれ

【外壁塗装・躯体】修繕中又は修繕済み

【屋上防水】部分的に防水シートの破れ、屋上シート防水内部への浸水

【外壁塗装・躯体】部分的にはがれ・浮き・ひび割れ

【屋上防水】防水シートの浮き、防水層の劣化・内部への浸水

【外壁塗装・躯体】広範囲にはがれ・浮き・ひび割れ、一部爆裂あり

【屋上防水】防水シートの裂け・めくれ・劣化

【外壁塗装・躯体】広範囲にはがれ・浮き・幅広のひび割れ、複数箇所に爆裂あり

【屋上防水】ドレーンの破損、ドレーン周りシート防水の浮き

【外壁塗装・躯体】広範囲にはがれ・浮き・幅広のひび割れ、複数箇所に爆裂あり、
                        アスベスト・結露有り

｢支障なし｣

当面は通常点検で管理する（目安10年以上）

｢基本的に部分補修にて対応｣：中期（目安5年～10年）での更新が必要

当面は軽微な維持管理の中で対応する

｢部分補修又は全面改修を検討必要｣：短期（目安5年以内）での更新が必要

重大な事故には繋らないが、部分的な修繕の検討が必要

｢計画的に全面改修の検討必要｣

重大な事故には繋らないが、全面的な修繕の検討が必要

「早い時期に全面改修必要」

重大な事故に繋がる恐れがあり、緊急な更新が必要
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第８章 長寿命化のための事業実施予定一覧 

１．既存住宅の劣化度及び緊急度の確認と判定方法 

計画期間内（今後 10年間）に実施する事業について判断するため、劣化度及び緊急度の

確認に向けた調査を実施した。また、既存の調査結果を合わせて整理し、主に屋上防水及

び外壁に関する劣化度を総合的に判断し、緊急度の判断を行った。 

基本的な判定基準は、次のとおりとした。 

表 劣化度及び緊急度の判定基準 
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２．劣化度及び緊急度の判定結果 

劣化度及び緊急度の判定結果を、次に示す。 
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３．事業実施予定 

中長期的な計画目標を基に、今後 10年間に実施する修繕、改善等の事業実施計画を作成

する。事業実施計画は、財政状況や災害等により随時修正する必要があるため、年度毎に

見直しを図りながら作成する。 

○事業実施計画の設定方法 

・実施する事業は、第４章の一次～三次判定による事業手法の判定結果、本章の劣化度

及び緊急度判定を考慮し設定する。 

・基本的に、三次判定で「維持管理」（将来にわたって継続管理）と判定した住棟、「維持

管理」以外の住棟でも劣化度及び緊急度の判定より必要性が高いと考えられるものは、

長寿命化型改善を実施する。 

・基本的に、劣化度及び緊急度が高い住棟は計画の前半（５年目まで）、劣化度及び緊急

度が低い住棟は計画の後半（６年目以降）に事業を実施することとする。 


